
港湾管理者と港湾都市の基本的課題
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1. はじめに

第二次大戦後におけるわが国経済のもっとも特徴的な発展期は，周知のよ

うに「経済成長期」であった。乙の時期は，わが国の港がさまざまな角度か

らとりあげられ，あらためて港湾機能の重要性が全社会的な規模で注目され

た時期でもあった。その後のオイノレ・ショックを経ても，なお港にかかわる

対策は相次いでうたれつつあるが，大ざっぱにみると「港湾問題」の焦点は，

「経済成長期JKおける港湾機能の造成，臨海工業地帯の整備，地域開発問題，

さらには港湾労働問題，港湾運送業の集約化， コンテナリゼーション，物流

問題等を経過しながら，近年においては臨海部再海発問題，都市経済，港湾

経営の諸問題等がとりあげられつつあると思われる。これは一面，港湾造成

をはじめとする物理的条件の整備がある程度なされると共に，急激な経済発

展lζ伴う公害問題，自然破壊，環境問題が新しい社会的課題となり，一連の

都市問題との関連で，地域・都市・市民の側から港をとりあげる傾向をみせ

るようになってきた乙とを意味すると思われる。

ζうした「港湾問題」や「港湾対策」の動向は，それぞれが交錯し，旧く

して新しい問題もふくめられるが，その動向が次第lζ現象的な問題から，社

会科学の立場からすると次第に本質的な問題を提起しつつあるように思われ
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る。 乙乙でとりあげようとする「港湾管理者と港湾都市の基本的課題」も，

少なくも以上のような「港湾問題」の流れを背景lとするものであり，または

昭和25年の「港湾法J制定時以来の課題でもあると共K，さらlζは幕末開港

にもさかのほる旧くして新しい問題であるといえる。乙の旧くして新しい問

題とは，その時々の対策では本質的な解決が与えられるような問題ではなく，

長い歴史の過程を借りなければならない要素を秘めている。とりわけ， 「都

市と港」にかかわる問題は，わが国の主要都市の殆んどが港湾機能をもちなが

ら，都市研究の中では，港lとかかわる問題意識を欠いたままであり，港湾機

能と都市機能の関連性，市民生活と港，都市行政と港の諸問題等が従来一つ

の盲点となっていた。

しかしながら，人間の生活→集落→都市の歴史は国家の歴史よりも古く ，

また国家は変っても人間や都市は変らない一面をもっている。その意味では，

「都市と港」の関係は「国家と港Jの関係以上削郎、歴史をもっと共に本質

的な課題をなげかけているようにも思われる。乙乙での小誌は，少なくも以

上のような問題意識をも併せもっているために，その考察はJ基本的な一面に

かぎられるであろうし，具体的な諸問題に対する処方筆を記すようなもので

はない。ましてや，港湾管理者と港湾都市をめぐるさまざまな問題に対し一

つの価値判断を加えるものではない。ただ港湾都市と港の「近代化」を意識

しながら，きわめてマクロ的K，構造性を歴史的にみながら，今後の基本的

課題のみにとどまるものである ζとをお乙とわり しておかねばならない。し

たがって，むしろ乙の小誌は「基本的課題Jへの問題提起という方が適切で

あり，この小誌の足りない点は， 今後大方のど教導により補足修正がなされ

なければならないものと心得えている。

2. 城門（港） ・域内（都市）・ Burger （市民）をめぐって

一一一港湾都市の歴史的前提一一一

欧米の港は歴史的に都市や市民を背景lとして発展してきたのに対し， わが

国の港は国家を背景にして発展してきた。それらは，いずれも彼我の経済 ・

社会 ・人間等などの歴史的必然性があっての乙とである。Ill
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周知のように，ヨーロッパの港を特徴づ、けるものの一つにハンザ（Hanze)

がある。ハンザは12世紀から13世紀ζろヨ ーロ ッパに多く存在していた 「旅

商人の仲間」という「団体」であった。 14世紀の中どろには リューベックを

盟主として「ハンザ同盟」という都市同盟に発展し，中世ヨーロッパの商業

発展に大きな役割を演じた。乙の「ハンザ同盟」はきわめてフレキシフ〉レな

経済的・政治的連合体であり， リューベックの他lζハンフソレグ＼プレーメン，

ケノレン等はその主要都市とされていた。乙のハンザによる交易体制は地中海

都市lζも及び， 17世紀後半の解体までハンフ、ノレグは「ハンザ同盟」の中心地

であった。

乙のハンブールグ（Hamburg）は 当時 エノレベ河とアノレスター・レイクと

を運河で結び，その周辺を城砦（Burg）で囲まれた典型的な中世都市の形態

を有しており，毛皮 ・蜂密・ターノレ・木材 ・鉄 ・穀物・錬・毛織物 ・塩 ・ぶ

どう酒 ・羊毛等の自由貿易を行っていた。乙 うした取扱貨物は， Portが「城

門」を意味するように，城門であるエレベ河港を通じ，城内の運河を経て市

民の経済活動とむすびついた。乙のハンザ都市ノ＼ンブノレグは，Burgによる

都市内の経済・社会・文化的機能が港の機能と密接につながっており，港の

機能が城内（都市）によって支えられると共K，その機能の効果は城内にお

いて表現されるという相互関係を有していた。

一方，その城内（都市）における住民の主役はハンザによる商人階層でも

あり，城砦外において農耕 ・牧蓄を営む一般住民も，非常の際には，もちろ

ん城内に保護しうるものであった。もともと，ζうした住民（市民）は，

Burger（城の中で住む人）を意味し Townは zaun（垣般〕に由来してい

る。つまり市民は zaunによるTownの形成者でもあった。 したがって，城

内の都市空間はー殻的に城館 ・修道院・聖堂 ・ヴック（商工人の定住地）等

を核とし，都市は自治行政を行いうる法人格をもっ地域団体でもあったとさ

れている ~2)

以上は，ハンフツレ夕、を中心とする城門（港）と城内（都市）・市民との｜掲

連を述べたにすぎないが，乙うした関連性はノ＼ンブノレクψのみならず中世ーから

近世にかけてのヨーロッパの各所に同様な例を多く見受ける乙とができる。
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それらに対して，わが国の場合を考えてみると，現代における主要都市も

ヨーロッパと閉じように 中世封鐙社会における城砦と城下町であった。た

だかなり事情を異にする点は一般的にヨーロッパの諸都市が，以上lζ述べた

ような城門（港） ・城内（都市） ・Burger（市民）の関係が一体化してい

るのに対してわが国の場合は，一般的lと城門は港と闘係がなく，域内は都市

でもなく，いわゆる Burgerは存在していない （但し，ゃ、ヨーロッパlζ近

い事情を示すものに那覇 ・平戸 ・長崎 ・堺等をあげうるが，それらは部分的

に相似点をみる程度である。）。わが国Kあっても「みなと」は上古の務古

水門（む乙のみなと，西宮市付近），伊寺水戸（し、でらみなと，石巻）等の

ように「水門」もしくは「水戸」をして「みなとJと呼び，出入口を意味し

た点ほ ，Portの城門と共通点を有しているP また鎌倉時代の「和賀江島
築港祉」 （鎌倉市材木座）は著名であり，江戸城と江戸湊，福山城と福山湾

の入江，松前城と松前湊，その他彦般城と琵琶湖，その他沿岸部や河川岸部

le立地された城砦は築城のため あるいは軍事的 ・政治的に水運が不可欠で

あり，したがって港の機能が城の運営 ｜二重ー要な役割をもっていたと推定され

る。さきにふれた那覇港は那覇湾の入口に三重城（みえぐすく），御物城（ぎ

ょぶつぐすく） ， 匡良座城（やらざぐすく）等が配置されて，ま ~Iζ城門の

形を残し，それら城砦の内側にかつての港町が形成された。一方，長崎は周

知のように「出島JK代表される港町で天文18年（ 1549年）のザヒ‘エノレ渡来

以来，南変紅毛の町として，平戸とならんでさまざまな歴史を展開させた場

でもある。 「出島」は，もともと寛永11年（ 1634年） Ki江戸幕府がキリスト

教の伝播をおそれ，ポルトカソレ商人を隔離収用するために築かせたものであ

るが，その後オラン夕、商館をも移して貿易の窓口とした。平戸城（もしくは

む山城）は宝永4年 （1707年）に完成しているが，元録年聞に平戸築城の許

可が幕府によって認められた理由の一つには，平戸が貿易港であり，船の米

航がはげしかったので，港や船の笹似lのためといわれている。

しかしながら，以上の限られた例ではあるが，わが国における「城と港」

の関係は鎖国という幕藩体制の中では 一般的Kヨーロッバにおけるような

闘係はなく， cjコ固と薩摩藩の聞で苦悩した那覇港は例外とも思われる。しか
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も平土 ・長崎 ・堺においても，いわゆる城門（港） ・城内（都市）・ Burger

（市民）の関係は見当らない~~ I

ヨーロ ッバにおける以上の諸関係は，そのま、近代にうけつげられている

が，わが国においては幕末開港や明治以降の中央集権体制の形成過程で，港

と都市と市民の関係が国家を基盤として新しくつくられるようになる。つま

り，ヨーロッパにおける中世紀からの港と都市と市民の闘係は近代的市民社

会や近代都市の形成に貢献すると共に，近代港湾の経営体制のもとになって

いるが，わが国の場合は，鎖国の夢から白党める乙とにより，もともと港と

都市と市民の関係を有しなかったために，明治政府による中央集権体制によ

って港と都市と市民のすべては，相互の関連性をもっ乙となく国家機能につ

らなるととになる。また ヨーロッパにおける城門 （港） ・城内（都市）

Burger C市民）の関係は（都市）を中心とする軍事的，政治的性格をもち

ながらも（市民）による経済的合理性が，いわば近代資本主義の形成や市民

社会の発展lζ大きな役割を与えている。 ζうした点は，道路の形成lとおいて

も，中世紀より貿易道路や荘園道路という経済的機能を重視していたヨ ーロ

ッパに対して，わが国では東海道lζ典型的例が求められるように，政治的・

軍事的機能が優先され，経済的機能はむしろ脇街道に依存していた。乙うし

た点はわが国の城下町の計画にも示室れており， Burgerが「城のcjJI[住む

人」であるのに対して，わが国のそれは大名・武士階層のみが城の中に住み，

町人・農民等は「城の外に住む人Jであ った。しかも城下町それ自体も軍事

的・政治的機能が優先していた。したがって，彼らの港町・城下町は Burger

と一体化しており，自治的行政，財政的主体性をもっ乙とも可能であり，城

内における教会や広場は近代的市民社会を形成させる温床でもあったが，わ

が固にあっては，部分的に堺や長崎比類似的な関係を見出せるとしても一般

的にそうしたものは見られなかった。

注 (1) 詳細については拙著「港湾論」 （海文堂，1968年）第 1主主， 「港湾総論」

（成山堂， 1972年）第4章の参照をのぞむ。

(2) i¥i:i村象平若「ドイツ ・ハンザの研究」〈日本評論新社，1959年） ，高橋理詰

「ハンザ同盟」 〈教育社，1980年参照。 Hafenbetriebsdirektion:Von See, 

auf Hamburg, (Carl Griese. 1959）参照。やや資料的な拙稿「城とHl'」 （関

東海事：広報教会『海事広報』 1981年9月）の参照をのぞむ。
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詳細にして専門的な文献とし 斗.ito n~ Dopsch; Wirtschaftlihe und 

sozial巴 Grundlagender europ註ischenKulture11twicklung aus der 

zeit von Caesar bis auf Karl den Gropen, Zweite, Veranderte und 

erweiterte Auflage, (Wien 1923-24）があげられる。

13) 千田稔著 「埋れた港」 （学生社，1974年）参照。拙編著 「港の社会科学」

（海文堂， 1979年）第 1章参照。

(4) 赤星妻子 「中世考古学の研究」および拙稿 「域と港」 （市I出）参照。

3. 「港湾法」とポ ト・オーソリテイの社会的背景

明治以来の「港は国家の営造物である」 という考え方には，それなりの必

然性があり ，また後進国日本が急激な資本主義的生産様式を完成させ，富国

強兵 ・殖産興業の実をあげる上で，きわめて有意義であった。乙う して第二

次世界大戦までのわが国の資本主義経済の発展がもたらされたが，資本主義

の形成自体がそうであるように，港湾機能の形成と展開も殆んど国家lζ依存

した。幕末開港から明治初年にかけて，港湾機能の形成は，富国強兵 ・殖産

興業のための輸出産業の振興と共に焦有の急を告げるものであった。しかし

ながらわが国においては，イギ リスにおけるような，かつての「重商主義」

(mercantilism）による外国商船隊の活動と，それによる商業資本の蓄積を

もたず，さりとて， 前節にふれたように「ハンザ」による「自由ハンサ、都市」

(Frei巴 unclHanzestadt）の経済 ・社会的基盤ももっていなかった。 いわば

欧米における都市と港と Btirgerという近代資本主義や近代市民社会の核を

有してはし、なかった。したがって，港湾機能の創設にか、わる資本の創出，

経営 ・管理の制度，さらには Burgerによる人材等の各面において，都市

や民聞に依存しえなかった。そのため，港の造成 ・施設等の物理的条件から

管理 ・運営と人材の条件までも明治政府の手によらざるをえなかった。（2)

一方，わが国における都市そのものも，また市民そのものも，前節で述べ

たような「前提Jで近代日本をむかえたがため，都市は明治以降の曲りなり

な封鐙社会の解体と政治 ・経済における中央集権的な再編成が進められる過

程で，乙れも明治国家につらなった。周知のように，明治以降，主流となっ

た都市の多くはかつての城下町であるが，その中心部は県庁とか旧陸軍の師
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団や聯隊の司令部等によって占められていたように，政治的，軍事的な両面

から中央集権機構の出張所的な役割を担当する乙とになる。印前節でみたよ

うK，ヨーロッパにおいては，都市と港と市民の近代的関連性や近代市民社

会の形成の要因が，すでに中出lとおける城門（港） ・城内（都市） ・Bi.irger

（市民）の中にうかがわれるが，わが国においては，それらが中央集権化へ

の要因となるものを秘めていた。したがって，欧米における都市と港が，ブ

ノレジョアジーを媒介とする近代資本，近代的市民社会を形成し，また一面，

都市機能と港湾機能は一体化した密接な関係をもち市民階層を背景とする港

の経営理念の確立と経営・管理主体の充実をみた。わが国にあっては，都市

と港はすでに述べたように，それら各々が明治政府の中央集権的国家機能lζ

直結し，都市機能と港湾機能の関連性はみられず，都市も港も多岐的 ・タテ

割行政によって統一化されたまま第二次世界大戦をむかえた。

第二次世界大戦後の米軍占領下における民主化政策の一つに「港湾法」の

成立がある。 ζれは周知のように，当時のG‘H.Q C連合軍総司令部）に

よる要請によるもので，港と国家の関係を民主化すると共に，アメリカにお

けるポート ・オーソリティ 、p'ortaurhotity）の港湾経営 ・管理方式を導入し

ようとするものであった。ともあれ，昭和25年の「港湾法Jの成立はさまざ

まな期待と不安をもってむかえられた。港湾法の成立は「港湾の開発，管理

行政に大きな変革をもたらしたもので，従来国が開発，管理してきた港も地

方公共団体またはその設立する港務局の管理に帰し国は港湾経営の第→泉か

ら退いた乙と，港湾の管理者を単一に明定し，その決定が関係地方公共団体

の協議による自由意志にまかせる乙と，ポート ・オーソリテイ方式を導入す

る途を開いた乙と，委員会制度を採用できるようにした乙となど，多くの特

色を有している。」とされている。また，とくに I港湾の主人公が『その港湾

に最も身近かな利害関係を有し，その開発IL.情熱と愛情を有する地方住民』

であるという従来とは根本的に異なる思想がとられるようになったのは意義

深い乙とである。」 141とされていた。乙うした「港湾法Jへの解釈と期待は，

戦後間もない当時の民主化へのはげしい問題意識もてつだっているようにも

思われるが，港の近代化にとってはきわめて本質的なものとも考えられる。
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しかしながら， 「港湾法」施行から30余年を経た現在，果してどの程度，

そうした「港湾法」への期待や 基本的な「近代化Jがなされたであろうか。

「港湾法J施行以前の大きな問題意識のうちには，「港湾行政の統一化」が

あった。ヨーロッパの港と興なり，幕末開港IC::伴う外岡貿易を主眼とする港

の修築 ・造成は，いわばわが国にとって新しい課題でもあり，明治政府は何

よりも港の物的条件の整備を急務とした。したがって行政面では当然、，港の

修築・開発行政が機構的にも整備され，次いで次第に管理 ・運営上の行政が

とりあげられ，一応明治中期にはほぼその整備もととのったとされている。（:ii

しかし，そのととのった整（桁というのは港にかかわる行政の分野は各省毎の

ものであり，そのため，すでに大正2年3月の第30回帝国議会において

「港湾政務統ーに関する鐙議」がなされている。この「港湾政務統一Jにかか

わる建議は，その後，昭和18年3月に至る約30年聞に8固にも亘って行なわ

れているがいずれも各省の利害関係により「統一」をみるにいたらなかった0• 61

乙うした第二次大戦前の「港湾政務統一」にかかわる問題意識を，しばし

ば「港湾法」の成立に期待をかけた一面をもっており，したがって，昭和25

年における「港湾法Jの成立をして「港湾政務統一Jができたかのような解

釈（少なくも狭議の港湾行政一一一運輸省設立以前の内務省土木局が主管し

ていた港湾土木行政一一ーは一元化されたとし、う）がなされている~I つま

り，昭和25年における「港湾法J成立の基本的理，もしくはG.H. Qがわ

が国の港の民主化や，アメリカのポー卜・オーソリテイ導入を試みようとし

た考え方は，必ずしもそうしたわが国の港の行政上の統ーといった次隈の問

題ではなかったはずである。

あらためて述べるまでもなく，欧米におけるポー 卜・ オーソリテイの形成

過程は多岐にわたるものであり，その経営形態も一様ではない。したがって，

乙ζでいうポー卜・オーソリテイとは 1908年に制定された「ロンドン港

湾法（ThePort of London Act) によるロンドン・ポー ト・オーソリテ

イ（LondonPort Authority）の発足（ 1909年）を原点としてはいるが，一般

論として欧米各港に共通する「自治的港湾経営体」で，基健的理念としては

「都市 ・地域・住民などを基盤とした港の経営体」であり，そ乙では「官僚政
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治や政党から独立」した体制をもち，したがって「財政的に独立採算制」を

もっ一種の「公企業体」（PublicCorporation）を意味する。 （しかし，欧米

各港の経営体が，それでも以 tのような概念で、すべて統一つけられるもので

はなく ，港のもつ地域性 ・歴史性によって，その内容はバラエテイIL富むも

のである乙とをお断りしておかねばならない。） 81 しかし，乙乙で問題とす

るのは，ポー ト・オーソリテイの概念規定をする乙とではなく ，そうしたノイ

ラエテイ IL.富む欧米の港の経営体制が多かれ少なかれ，わが国における昭和

25年の「港湾法」 制定時K期待された問題意識一一一「港湾の主人公が『その

港湾に最も身近かな利害関係を有し，その開発に情熱と愛情を有する地方住

民』であるというJ－ー が歴史の中で定着化している乙とである。また，一つ

のポート・オーソリテイによる「経営方式」の中には，前節lζ述べた城門（港）

・城内（都市） Burger （市民）の諸関係が「近代化」 mopernizatlonを

生み出す要因であったと共に，それらの要閃によって近代における欧米の港

は都市と市民を母体とした「地域性J を，港の営なみ方の基~iとする と共 lζ ，

国家との関連性を考慮しながらも，港湾都市の経済 ・社会的諸条件を重要視

した「経営体」を形成させてきた点に注目する必要がある ~9)

明治以降のわが国の港の管理 ・運営の体制は「国家の営造物」を基盤とす

る中央集権的な多元的・タテワリ行政に依存してきたが，G.H。Qによる 「港

湾法」の制定で港湾管理者の創設をみた乙とは，ある意味でかなりの近代化

をみたものの，欧米におけるポート ・オーソリティ方式によるものと比較す

るとかなりの格差が見受けられる。それはあくまでも「近代化」理念を基に

しての乙とであって形態的な ζとをいうのではない。乙の乙とは，港の営

みの現象的側面IL.問題があるのではなく ，それを支える都市と市民の近代的

諸条件や近代的市民社会の未熟さがあっての乙とである。昭和25年Kおける

「港湾法Jへの期待は，当時の民主化への強い要望が先行しつ冶あったものの，

民主化の具体的条件を備えず意識的なもののみが先行しでも，それを支える

現実的諸条件が成熟していなかった。 その現実的諸条件とは，港や都市lと対

する市民意識や，港湾管理者をはじめとする各港湾行政の時代的感覚， 「三

割自治Jといわれた地方向治体の位置付け等であるが，乙れが30余年の間κ
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は，経済成長 ・公害問題・環境問題 ・都市問題等々を経験しており， 「港湾

法Jにおける民主化実現の現実的諸条件が形成されつつあると考えられる。

乙うした段階をむかえて，今後の港湾都市と港湾管理者の役割ゃあり方を

展望する場合，一つlとほ現実的な諸問題と しては現行「港湾法」の枠内で港

の営みをどう近代化しう るのか。また他lとは将来ビジョンとして，欧米に

おけるポート・ オーソリティをモデルにしながら わが国の港湾経営化をど

のように考えるかという乙とがきわめて大きな課題となるであろう。

注 （1) 詳細Kついては拙著「港湾総論」（成山堂，1972年）第4章の参照をのぞむ。

(2) 拙著「都市と港」（ 同文館 ，1976年）第 4章参照。

(3) 柴田徳衛著「現代大都市論」（ 東大出版会 ，1968年）矢崎武雄著

「現代大都市構造論J（東洋経済新報社 .1968年）等参照。新陸人著
「ヨーロッパ都市の1京｛象」（本社，1975年）参照。

14）巻幡静彦著「港湾法解説」 （日本港湾協会， 1950年）参照。

(5）拙著「港湾総論J（前出 ）第 21 '.!iI参照。

(6) 日本港湾協会編「各国港湾行政の実態」P.201 （付録2-1 ）参照。

(7) 巻幡静彦著「前出 JP. P. 5 4 -5 5o 

(8) The Port of London Authority, The History and Development of 

The Port of Lohdon, 1968, D. J. Owen; The Port of London Yesterday 

and Today. 1927. およびJUI者「都Tllと地」 Cllii出〉第141;'.i:参照。

4. 港湾管理者と港湾都市の課題

一一一横浜港の問題をふくめて一一一一

私は， l節においてわが国の都市は殆んどが港の機能を有する点から，素

朴にそれを港湾都市とし 港湾問題の本質的課題としての問題意識をとりあ

げた。それをうけながら まず2節では 主として近代以前のヨーロッパと

わが国の都市と港の関係一一一城門（港） ・域内（都市） ・ Burger （市民）

一一ーを背景的K考察し 3節では明治以降の「国家の営造物」としての港

湾管理 ・運営体制と都市 （市民）の性格を欧米におけるポート ・オーソ リテ

ィ，ならびに「港湾法」との関連におよんだ。乙うした歴史的な考察の基盤

には少なくとも「近代化」理念があっての乙とであり，したがって，乙の節

においては，港都償浜と横浜港の近代化の問題をもふくめながら，港湾管理

者の課題について考えてみる ζとにする。
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(1) 以上の問題をとりあげる場合，まず基本的な課題として， 「港J(port, 

Haferりについての概念を今後は大巾に広めてゆかねばならなし、。紙巾の

都合で詳細にふれる乙とはできないが（他の拙著のど参照を乞う） III，少

なくもわが国で明治以降考えられてきた「営造物」もしくは「公物J理念

から脱皮した港湾機能の総合的な体系化（社会的構成体として一一ー人間＝

市民とその生活，組織・制度＝都市 ・団体等の社会的条件，施設・物財＝

物的条件等が一体化し，各条件の相互関係を重要視する。）の中で「港J

を概念づけなければ，港湾都市における港湾管理者の役割や位置付けがさ

れにくい。

(2) したがって，港湾機能と都市機能が密接な関係の中にあって両者の形成

が可能になる乙とは以上の各節でとりあげた欧米の例からも明らかである。

しかも「密接な関係」とはすぐれて経済的・社会的な関係であって，直接

国家的な軍事 ・政治的視点は接されるにしても，地域や都市における上記

の「密接な関係Jを港湾管理者は今後重要な課題とせねばならない。乙の

点が従来の港湾管理者は，今もって「営造物管理行政」のカテゴリ －leと

どまっている乙とが問題点となるであろう。

(3) 乙の乙とは，当然、わが国における港湾行政のあり方と重要なかかわり合

いをもっ。すでに述べたように欧米における都市と港の形成事情を異にす

るだけに， 「港湾法Jの成立以降においても，当時の「港湾法」への期待

は実現されてはいない。乙れはわが国の法体系の基盤が明治以来，全体主

義的な「大陸法JK依存しているのに対し， G.H. Q によるポート ・オ

ーソリティをモデルにしたインディビデュアリズムにもとつく「英米法」

をもち乙んだギャップが背景にあると思われるが，今後を予測した現代社

会（近代的市民社会）の立場からすれば，港湾行政の大巾な変革が必要と

なるであろう。

前項にふれたように，現行の港湾行政の体系からすると港湾管理者はそ

の一部分を担当するにとどまり，都市機能との関連性をふくむ港全体を営

なむ役割を有してはいない。さらに問題点とされるのは，今もって多元的

・タテワリ行政が中枢を占めていて，港の営なみを担当するにふさわしい
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権限と機能を備えているとはいえない。（2）乙の多元的 ・タテワリ行政は，

後述するポート・オーソリティの日本的形成の tでも，また都市と港の近

代化の面でもきわめて大きな課題となるであろう。

(4) さらに，以 tの多元的・タテワリ行政の問題は，単に「国家と港」の関

連において問われるものではなく 一面 「都市・市民と港Jの関連で問わ

れなければならない。 2～3節で述べた欧米における城門（港）・城内（都

市）・ Burger C市民）の関係がわが国iζ見出す乙とがむつかしいのは歴

史的背景の差によるものであるにせよ，現代的な問題意識に立って今後を

展望する時lζ都市 ・港・市民の総合的な関連性はいよいよ密接なものiζな

るであろう。乙れらの総合的な関連性は，少なくも市民とか都市，あるい

は地域といった「団体Jを絞とした場が大きな役割をもつであろうし，乙

うした「団体」の連合体としての国家が近代社会にふさわしい場をもっと

共に，国家と都市や港との新しい関係を見出すようになるであろう。乙う

した大まかな将来展望の中で港の行政のあり方や，港全体の営み方が，

どのようK変わるものであるか，具体的には予測しがたいが，方向として

考えうる乙とは，港や都市の「営み」の方法が，前近代的な身分や権力的

機構より離脱して，組織・制度・人間関係が契約性と経済性を基軸iとして

ゆくであろう乙とは歴史的必然性として考えられると共に，その方向が「近

代化」を示す乙とも明白である。したがって，それによって従来の行政休

系が変化するとしても， 「近代化」の方向にふさわしい「団体の論理」 131

と，それを支える都市や市民側の対応が必要とされる。乙の点，都市や市

民側の対応、性は従来見るべきものがあったとは言えない。 「港湾法」制定

時の解釈に， 「港湾、の主人公が『その港湾lζ最も身近かな利害関係を有し

その開発lと情熱と愛情を有する地域住民』である」とするのは単にアメリ

カのポート・オーソリティ形成の理念だけではなくして，近代的市民社会

と自由主義経済の理論的体系化を成しとげた「経済学の父」アダム・スミ

ス（AdamSmith）のいう「人間は本来自からの環境の改善にもっとも熱

心である」 lζ原流を求める乙とができる。14) えの点も，反面現実に港湾管

理者が多元的・タテワ リ行政の問題点に悩む前lと白からの積極的な智恵と
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努力が必要でもあると考えられる。

(5) 以上の「経済性と契約性」にもとづく港の「営み」方が「近代化Jの方

向を示すものであり，その場合，その「営みJIC:対する責任の主体が都市

や市民であるという考え方は，欧米における「港湾経営」の基礎理念であ

り， したがって国家との関係においては重要な基本的項目にかぎられてお

り，現実の「経営管理Jはポー卜・オーソリティが担当すると共に財源へ

の権限と責任をも背負っている。乙の「港湾経営Jはそれ放にわが国にお

ける行政による「港湾管理・運営Jとは質的に内容が異なっており，まし

てや第2次世界大戦前における「港湾政務統一Jの問題とは全く次限を異

にする。

また港の営み方lζおける「近代化Jの方向が論理的に「管理・運営」

から「経営・管理」にあるとすれば，乙の場合 以上に述べた「経済性と

契約性Jと共IL, 「公共性Jの新しい方向付けが必要となるP 明治以降
の「公共性理念Jはかつての「滅私奉公JIC:代表される全体主義的公共性

が，港の「管理運営」の背景にあった。乙の点がわが国の港の営み方の

将来と港湾管理者にとって現実的な重要課題となる。補足的説明をあえて

加えるならば，公 （Public）と私（Pri':ate）の関係は，わが国にあっては

前者が主とあり，後者が従であった。また，私は公のためにその存在価値

が認められていた。乙うした「公共性jの理念、が国家主義を支え，かつて

の「富国強兵策」の柱ともなっていたし，港をめぐる法制化や「管理 ・運

営Jの理念の中に筏存していないとはいえなし、。今後の「近代化」過程に

おいては，明らかに Publicは Privateを基にしての集合体であり，前

者は後者を補う と乙ろに公の存在価値がある ~61 ζのζとがまた「経営・

管理J理念の経済性 ・契約性と密接な関係を有する。

(6) 以上の各項は，やや断片的であると共に抽象的な理念にかかわるきらい

があるが，実はそれらはすべて，とれからのわが国における都市と市民と

港湾管理者の課題にとって基本的な役割を演ずるものであると思われる。

乙うした基本的理解をのぞいては港や都市の「近代化」はありえず，ポー

ト・オーソリティの理解をも不可能とされる。今まで，ポート ・オーソリ
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ティの問題にふれてきたのは，ど乙かでわが国の港湾行政による「管理・

運営Jと比較し，少なくも前者のもつ「営み方」が近代的であり，後者が

前近代的であるという考え方をしているが 両者にか、わる「価値判断」

をしてはいない。以上は明らかに理念もしくは理論的な先行性があり，現

実の政策・実践的な問題については，わが国の伝統・歴史・社会経済的条

件があっての乙とであり とくに従来国家が果してきた港への役割はきわ

めて大きいだけに， ζの点は充分に尊重しなければならない乙とは自明の

理といわねばならなし、。

しかしながら，現実の港湾管理者がかかえる諸問題を長期的な視野にお

いてとらえ，また都市や市民の直面する諸問題を港との関係で把握し，将

来展望をする時IC:以上にとりあげた諸項をさけて「近代化」の方向をたど

ることはできない。したがって，それらを総合化させて考えうる乙とは，

現実の手法にはさまざまな困難がつきまとうが，以上の項目をふまえて，

いかに欧米の都市と港と市民が内包させている「近代化要因」を質的に導

入するかという乙とである。乙れは単lと，港の「営み方」を現象的に導入

するのではなく ，わが国の伝統と歴史をふまえて，し、かに日本的なポート

・オーソリティを形成させるという乙とになる。集約的iζ表現すれば，そ

の乙とが港湾都市と港湾管理者の基本的課題であって，他の具体的な諸問

題は基本的課題の解決にしたがって具体化されるであろう。

以上K述べてきた基本的課題にかかわる諸項を，最後に，わが国における

代表港の一つでもある儲浜港lと例を求め，やや具体的にその方向付けを考え

てみる乙とにする。周知のように，幕末開港の中心的な舞台となった績浜の

開港は，長崎の出島にならって軍事的・政治的な立場から，むしろペノレリが

主張する神奈川の経済的な立地点とは逆な償浜村花開港された。また， 2～ 

3節lと述べたような城門（港）・城内（都市） ・Burger（市民）を全く

もたない寒漁村IC:忽然とできた港湾施設と急速な幕府の政策で港町横浜の基

縫がつくられた。明治以降はとくに大日本帝国の玄関口として生糸貿易から

臨海工業地帯，物流の拠点へと 120余年の変遷をもつが，ある意味で償浜港
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と横浜はもっとも国家の投資と政策とによって発展してきた典型的な場でも

あった。

したがって，以上の各項に述べた一一(1）「営造物」からの脱皮，（2）「営造

物管理行政」の問題点，（3）多元的・タテワリ行政の問題点，（4）都市と港をめ

ぐる「団体の論理J・地域住民の諸問題，（5）「港湾経営」化や「公共性」の

方向，（6）日本的ポー卜 ・オーソリティの策定，等一一ーをし、かに消化し，「近

代化」してゆくかという乙とは現実的κはきわめて困難な問題であるといえ

る。乙れが地方港であったり 東占小牧等のように全く新しく造成される港

や都市であれば，乙うした理念は比較的政策・実践に移され易い面をもって

いる。しかし，とくに横浜港はその形成過程から，そうした「近代化」理念

を実現させるためにはあまりにも複雑な諸問題をもつであろうし，国家と自

治体の聞の調整に長い時間が必要となる。

しかしながら，現実の問題として，以上lζ述べてきた諸項目の問題点をも

っとも切実なものとし， ある意味で横浜は典型的な港湾都市でありながら，

都市機能と港湾機能の整合性に欠けると共に 東京経済圏にくみ乙まれて港

の中枢管理機能を失いつつある状態K，横浜港機能の横浜経済・社会への影

響も問題視されつ〉ある。亦他面にお通いても全く国家の背景によって発展を

とげたとも考えられる横浜港は，以上に述べた諸項目IL示される問題意識が

東京・名古屋・神戸港等の歴史と異なるだけに切実なものとはっていたいと

も思われる。横浜港は一面，東京湾内においても代表港であれば東京湾問題

・広域港湾問題等を加えて，以上にかかげた諸項目を積極的にとりあげ，一

例をあげれば償浜港ポート・オーソリティや東京湾ポート・オーソリティの

形成ビジョンをかかげる乙とがひとり横浜港の問題解決のみならず，わが国

港湾の「近代化JK大きな役割を演ずるとととなろう。乙うしたビジ ョン作

製の過程で，現実的な多元的・タテワリ行政の諸問題をはじめ都市や市民に

かかわる諸問題も時聞をかけて1侭決しうると思われる。乙乙では紙巾の都合

で， （例えば）横浜ポート・オーソリティの形成手順や方法については省略

するか，港湾管理者は， 「港湾法」の制定過程やその後の施行過程でさまざ

まな問題点をかかえ乙みながら現状をむかえたにしても，本来アメリカにお
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けるポート・オーソリティの（あえて表現するならば，以上各節で述べてき

たように，歴史的背景の差があるにしても近代的要因を多数lζ内色する点κ

注目し）本質を導入すると共に，民間諸力の活用をもって経済的合理性の実

をあげる必要がある。それが現行「港湾法」の枠内で可能なものは積極的に

実践に移し，不可能なものは，時聞をかけてのビジョン作りを考える乙とが

重要である。とく に，そのような港や都市にかかわる制度的，機構的な面に

ついては，従来いずれの港湾管理者もあまり考える乙とを行なわず，港湾計

画といえば施設や物理的条件のみlζかぎられてきたともいえる。乙うした点

についても，横浜港は，東日本一帯lζ広くヒンター・ランドを有し，単lζ横

浜の経済・社会のみを背景にしていないだけに そのようなビジョン策定は

結果的に国民経済や国家の立場から有意義なものとなるであろう。

注 （1) 港をなぜ 「社会的構成体Jとして考えるのか，その内容については拙共著

「港湾社会J（成山堂， 1975年）第 l章の参照をのぞむ。

(2) 和泉雄三著 「港湾行政」（成山堂 1973年）および拙著「港湾総論」 （成

山堂， 1972年）第21章参照。

(3) 増田四郎著 「西欧市民意識の形成」 （春社社， 1969年） , J'U：共著「港湾社

会J (JV(:山堂， 1970年）第13章参照。

'.4) A. Smith The Theory of Moral Se1tments. 1757, （米i?iJ尺『溢徳↑i'i・払t

ふ61i』参jl／~.c

(5) 「近代化」にか、わる問題意識および内容についてはfili著 「港湾総論」（前

出）第3￥，および「港湾経営化Jlζ関する詳細については拙稿「わが国lと

おける 『港湾経営化』の基礎的一考察」 （拙共著『現代交通と地域開発の諸

問題J,I時潮社， 1979年）の参照をのぞむ。

(6) 三戸公若「公と私」 （未来社， 1978年）参照。


